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業務規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（売買立会の区分及び売買立会時） 

第２条  本所の売買立会は、午前立会及び午後立

会に分かち、各売買立会時は、次の各号に掲げ

る有価証券の区分に従い、当該各号に定めると

ころによる。 

 （１） 株券（新株予約権証券、優先出資証券

（協同組織金融機関の発行する優先出資証券

をいう。以下同じ。）、投資信託受益証券（投

資信託の受益証券をいう。以下同じ。）、投

資証券、外国株預託証券（外国法人の発行す

る株券に係る権利を表示する預託証券をい

う。以下同じ。）及び受益証券発行信託の受

益証券（外国証券信託受益証券（受益証券発

行信託の受益証券のうち、外国法人の発行す

る株券を信託財産とするものをいう。）に限

る。以下同じ。）を含む。第８条第１項、第

５３条及び第５４条を除き以下同じ。） 

午前立会は、午前９時から１１時３０分ま

でとし、午後立会は、午後０時３０分から３

時３０分までとする。 

 （２） （略） 

 （３） 転換社債型新株予約権付社債券 

   午前立会は、午前９時から１１時３０分ま

でとし、午後立会は、午後０時３０分から３

時３０分までとする。 

２ （略） 

 

（売買立会の区分及び売買立会時） 

第２条  本所の売買立会は、午前立会及び午後立

会に分かち、各売買立会時は、次の各号に掲げ

る有価証券の区分に従い、当該各号に定めると

ころによる。 

 （１） 株券（新株予約権証券、優先出資証券

（協同組織金融機関の発行する優先出資証券

をいう。以下同じ。）、投資信託受益証券（投

資信託の受益証券をいう。以下同じ。）、投

資証券、外国株預託証券（外国法人の発行す

る株券に係る権利を表示する預託証券をい

う。以下同じ。）及び受益証券発行信託の受

益証券（外国証券信託受益証券（受益証券発

行信託の受益証券のうち、外国法人の発行す

る株券を信託財産とするものをいう。）に限

る。以下同じ。）を含む。第８条第１項、第

５３条及び第５４条を除き以下同じ。） 

午前立会は、午前９時から１１時までとし、

午後立会は、午後０時３０分から３時３０分

までとする。 

 （２） （略） 

 （３） 転換社債型新株予約権付社債券 

   午前立会は、午前９時から１１時までとし、

午後立会は、午後０時３０分から３時３０分

までとする。 

２ （略） 

 

付  則 

１ この改正規定は平成２３年５月９日から施行

する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、改正後の規定に従い

売買を行うことが適当でないと本所が認める場
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合には、平成２３年５月９日以後の本所が定め

る日から施行する。 

   



 

立会外取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（単一銘柄取引の売買） 

第７条 単一銘柄取引の取引時間は、次の各号に

定める時間とする。ただし、本所が必要と認める

ときは、あらかじめその旨を正会員に通知のう

え、取引時間を臨時に変更することができる。 

（１） （略） 

（２）午前１１時３０分から午後０時３０分ま

   で 

（３） （略） 

２・３ （略）  

 

（単一銘柄取引の売買） 

第７条 単一銘柄取引の取引時間は、次の各号に

定める時間とする。ただし、本所が必要と認める

ときは、あらかじめその旨を正会員に通知のう

え、取引時間を臨時に変更することができる。 

（１） （略） 

（２）午前１１時から午後０時３０分まで 

 

（３） （略） 

２・３ （略）  

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２３年５月９日から施

行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、改正後の規定に従い

売買を行うことが適当できないと本所が認める

場合には、平成２３年５月９日以後の本所が定

める日から施行する。 
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